
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一般廃棄物処理基本計画 
 

施策
の柱 

基本施策 事業（抜粋） 
 

1 

家庭系ごみの発生抑制 食品ロス削減に向けた取組・
啓発・情報発信事業【重点】 

事業系ごみの発生抑制 事業者・従業員向け啓発・勉
強会事業【新規】 

使用済製品等の再使用の
促進 

搬入ごみ等再利用施設「リユ
ーススポット」事業【新規】 

2 

資源の再生利用の促進 製品プラスチックの再商品化
の促進事業【重点】 

新たな資源化方法の検討 使用済み紙おむつの再生利用
の検討事業【新規・重点】 

3 

バイオマス・再生材利用
等の検討 

バイオマス・再生材利用等の
導入検討事業【新規】 

廃棄物からのエネルギー
回収・活用の推進 

植物性廃食用油資源化事業
【重点】 

効率的・安定的な収集・
運搬体制の構築 

ごみ収集サポートシステム導
入事業【新規】 

4 

不適正排出防止への対策
強化 

リチウムイオン電池対策事業
【新規・重点】 

不法投棄・不適正処理へ
の対策強化 

DX・AI・IoT を活用した不法
投棄等の早期発見・対策の検
討事業 

5 

災害廃棄物処理体制の強
化 

災害廃棄物処理体制の整備
【重点】 

安定かつ効率的なごみ処
理体制の構築 

次期施設整備及び運営の検討
事業【新規】 

費用負担の在り方の検討 ごみ処理費用負担の検討事業 
各事業の基盤 

6 
分かりやすい情報の公
開・発信 

戦略的な情報発信 

7 
 

各主体との連携体制構築
と市民参加の機会創出 

ごみ処理や資源循環につい
て、関係主体と連携した市民
が学ぶ・自ら考える仕掛けづ
くり 

                    

豊田市一般廃棄物処理基本計画の概要 

■ごみ処理の現状（裏面参照） 
■課題 
★ごみ処理の現状から得られた課題（裏面参照） 
①ごみの排出状況 
★ヒアリング等から得られた課題（参考資料 4-1 を参照） 
②資源回収に対する市民利便性向上 
③ゼロカーボンシティに向けた廃棄物分野の対応強化 
④地域特性を踏まえた持続可能な廃棄物処理 
⑤他部局/市民団体等との連携強化 
⑥情報発信 

 

１ 廃棄物の発生抑制の促進 
２ 資源の循環利用の促進 
３ 廃棄物処理の脱炭素化 
４ 廃棄物の適正処理の推進 
５ 持続可能な廃棄物処理体制の構築 

１〜5 の基盤となる施策の柱 
６ 学習機会・知識の提供・情報発信 
７ 共働の推進 

 

3.施策の柱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画期間︓令和８年度から令和 17 年度の 10 年間 
対象区域︓豊田市の市行政区域全体を対象区域 

4.計画の位置付け・計画期間・対象区域 

1.豊田市におけるごみ処理の現状と課題 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 年間の計画期間を前期と後期に分け、2030 年度を中間目標年度、2035
年度を最終目標年度とする。中間目標年度においては、前期計画期間の状況
を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行う。 
脱炭素化と資源循環の促進に対する指標として、新たに④家庭系ごみの分別
適正率を設定 

目標値（案） 
指標 

基準年度 
2023 年度 

目標年度 
2035 年度 

①１人１日当たりのごみ排出量 
ⅰ）家庭系ごみ（燃やすごみ） 
ⅱ）家庭系ごみ（資源を除く） 

 
467.5ｇ 
497.3ｇ 

 
422.6ｇ 
478.6ｇ 

②燃やすごみ排出量（家庭系＋事業系） 99,671ｔ/年 89,544ｔ/年 
③最終処分量（直接埋立） 1,226ｔ/年 1,097t/年 
④家庭系ごみの分別適正率※ 
ⅰ）プラスチック使用製品廃棄物 

 
21.7％ 

 
40.5％ 

※分別適正率＝資源化量/（燃やすごみ中の資源混入量＋資源化量） 

5-1 計画目標 

『ミライにつながる循環型のまちをめざして』 
市民・事業者・行政の各主体がつながり 

取り組みやすい仕組みと体制をつくります 
 

2.基本理念 

本市が所有している清掃施設の状況を把握し、計画期間内における施設の延
命化対策や整備の時期等を整理する。 

 

7.ごみ処理施設の整備 

豊田市環境基本計画 

第９次豊田市総合計画 

＜豊田市上位計画＞ 

豊田市一般廃棄物処理基本計画 
ごみ処理基本計画 

（食品ロス削減推進計画） 

生活排水処理基本計画 

・循環型社会形成推進
地域計画 
・清掃施設管理計画 
・災害廃棄物処理計画 
・一般廃棄物処理実施
計画 

・環境基本法 
・循環型社会形成推進
基本法 
・廃棄物の処理及び清
掃に関する法律 
・食品ロスの削減の推
進に関する法律 
・プラスチックに係る
資源循環の促進等に関
する法律 
・個別リサイクル法 
 

5-2. 施策の体系 

6.生活排水処理基本計画 
本市で発生する生活排水の処理方針を定めるとともに、生活排水処理を行う

過程で発生する汚泥等の処理方法等を含めた計画を策定する。 
 

基本方針 ①集合処理及び個別処理両輪での、水環境への負荷低減のための取組
みの推進 

②し尿・浄化槽汚泥の効率的な収集運搬体制の構築 
③し尿・浄化槽汚泥の効率的・安定的な処理体制の維持 

 

目標︓汚水処理人口普及率※2 の向上 
※2 公共下水道、集落排水、合併浄化槽等の生活排水処理施設を利用できる人口の割合 

 
 

資料４ 



 

豊田市のごみ処理の現状 

A 家庭系ごみの分別区分と収集体制 B ごみ処理フロー 

ごみ処理の現状から得られた課題 

・図 A のとおり、家庭系ごみ（粗大ごみを除く）は、ステーション収集又は自己搬入、粗大ごみ
は、個別収集又は自己搬入を基本としている。 

 また、ごみステーションまで持ち出すことが困難な高齢者や障がい者に対して、ごみの収集を
支援する「ふれあい収集」（戸別収集）の実施や、拠点回収施設のリサイクルステーションで
資源や有害ごみ、危険ごみ及び廃食用油を随時受け入れている。 
事業系ごみは、許可業者による収集又は自己搬入としている。 

・図 C のとおりごみの排出量は減少傾向にある。特に 2022 年度から 2023 年度にかけては、ご
み処理施設での火災に伴う「ごみ非常事態宣言」や令和５年度からのごみ処理手数料の改定に
伴い減少した。 

C ごみの排出実績 

D 家庭系燃やすごみの組成割合の推移 

・図 D に示す 2017 年度から 2023 年度までの家庭系燃やすごみの組成割合を確認すると、厨
芥類（生ごみ等）の割合が約 3 割〜４割で、厨芥類以外の燃やすごみが 3 割前後で推移してい
る。本来は分別回収するべき資源（古紙等）とプラスチック製容器包装は、あわせて３割前後
混入しており、近年はほぼ横ばいで推移している 
・図 E にもあるとおり、豊田市で排出されるごみ約８割が燃やすごみとして削減されているが、
資源も一定数含まれており、循環型社会の構築や温室効果ガスの排出削減、ごみ処理に係る経
費の削減のためにも、燃やすごみの減量化・資源分別の促進が必要である。 

E 家庭系ごみの排出状況 

裏面 



各調査から得られた意見と課題の整理

1

②資源回収に対する市民利便性向上

●市民アンケート調査の結果
・回答者の約７割の方がリサイクルステーションを積極的に利用し、少しは利用するという回答を含めると
約９割の方が日常的に利用している。リサイクルステーションの利用率と分別協力率に乖離が見られる。

●ヒアリング調査等での主な意見
・車を持たない人、特に高齢者にはリサイクルステーションまで持って行く負担が大きい。（いなぶ地域包括
支援センター）

・都市部では距離の面での利便性は高いものの、土日には混雑している。（つなGO）
・山村地域ではリサイクルステーションの数が少なく、距離も遠い。排出量も多くないので、紙類や衣類も資
源の日に一緒に出せるようになるといい。（いなぶ地域包括支援センター）

③ゼロカーボンシティに向けた廃棄物分野の対応強化

●ヒアリング調査等での主な意見
・プラスチック製容器包装の表示・分別について、わかりにくいと感じている。（とよた学生もりあげ隊・足助
自治区）

・施設利用者の排出するごみが、分別区分に沿った分別ができない。特にプラスチック製容器包装の分別が
わかりにくい。（いなぶ地域包括支援センター）

●中学生向けアンケートの結果
・プラスチック製容器包装に分別される、お菓子の外袋を「燃やすごみ」と約36％の生徒が回答している。

④地域特性を踏まえた持続可能な廃棄物処理

●ヒアリング調査等での主な意見
・山間部ではリサイクルステーションの数が少なく、距離も遠い。排出量も多くないので、紙類や衣類も資源
の日に一緒に出せるようになるといい。（いなぶ地域包括支援センター）（再掲）
・住民の入れ替わりが多い地域ではルールの徹底が難しいため、通常とは異なるごみ出しのルールを決める
ことも有効ではないか。（トルシーダ）

⑤他部局/市民団体等との連携強化

●ヒアリング調査等での主な意見
・各地域、市民団体、事業者がそれぞれの地域等で抱える課題等に対して、解決に向けた取組を実施・検討し
ているが、お互いに連携できる内容であるにも関わらず、市からの支援や市との連携体制が整っていない。
（いなぶ地域包括支援センター）

⑥情報発信

●ヒアリング調査等での主な意見
・ごみガイドブックは情報過多であるため基本的に見ることはない。（つなGO）
・外国人向けの啓発は、資料の単なる翻訳ではなく、やさしい日本語やシンプルな構成等が必要である。（ト
ルシーダ）
・事業者にはアルバイトを含む従業員を対象とした啓発強化が必要である。（トヨタ生協メグリア）

各調査結果の抜粋 関連する課題

参考資料4-1




































































































































































































